
特別支援教育における
管理職の重要性



【演習】

１「特別支援教育」の推進に関するキーワードを書いてください。
（複数可）

２「インクルーシブ教育システム」に関するキーワードを書いてください。
（複数可）
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特別支援教育の推進について（通知）<19文科初第125号 平成19年4月１日>

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的
な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを
把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、
適切な指導及び必要な支援を行うものである。
また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な
遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍す
る全ての学校において実施されるものである。
さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障
害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍でき
る共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会にとっ
て重要な意味を持っている。

共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づく、イン

クルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため特別支援

教育を着実に進めていく必要があると考える。（Ｐ５）

インクルーシブ教育システムとは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精
神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的
に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に
学ぶ仕組み（以下略） （Ｐ４）

共
生
社
会
の
形
成
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共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援
教育の推進（報告）から <平成２４年７月２３日>



特別支援教育の推進について（通知）<19文科初第125号 平成19年4月１日>

★校長の責務についても以下のように示された。

『校長（園長を含む。以下同じ。）は、特別支援教育実施の責任者

として、自らが特別支援教育や障害に関する認識を深めるとともに、
リーダーシップを発揮しつつ、体制の整備等を行い、組織として
十分に機能するよう教職員を指導することが重要である。』

『また、校長は、特別支援教育に関する学校経営が特別な支援を
必要とする幼児児童生徒の将来に大きな影響を及ぼすことを深必要とする幼児児童生徒の将来に大きな影響を及ぼすことを深
く自覚し、常に認識を新たにして取り組んでいくことが重要であ

る。』
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特別支援教育の推進を学校経営に明確に
位置づけることが必要であり、学校経営に
リーダーシップを発揮する立場の管理職の
適切な対応が求められている



学校経営で管理職に求められること

★保護者・地域住民との連携・協力を深めながら

児童生徒の成長を実現

(1) 特別支援教育の推進を明確にした経営ビジョン
★具体的な計画 ★組織的な運営

(2) 学校全体での組織的な取組
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★校内委員会の設置 ★特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの指名

(3) 適切な人材配置と専門性の育成
★人材育成・人材活用

(4) 地域・保護者への説明責任
★本人・保護者の意向を尊重・合意形成

(5) 関係機関との連携
★幼児期から卒業後までを見通した指導・支援
★引継ぎ ★外部専門家の活用



学校経営で管理職に求められること（１）

★保護者・地域住民との連携・協力を深めながら

児童生徒の成長を実現

(1) 特別支援教育の推進を明確にした経営ビ
ジョン

★具体的な計画
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①学校が「特別支援教育の推進」を意識して進めている
ことを明確に示すこと（特別支援教育の理念を理解し、
声にして発信していくこと）
②学校経営方針（計画）に、目標と方策が示されていること
（重要目標については数値目標を位置付けたい）

★組織的な運営
①校内委員会の設置（有効的に機能させる）
②特別支援教育コーディネーターの指名
③センター的機能の充実（特に特別支援学校）



学校経営で管理職に求められること(2)

★保護者・地域住民との連携・協力を深めながら

児童生徒の成長を実現

(2) 学校全体での組織的な取組
★校内委員会の設置
○校長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立

して、発達障害を含む障害のある幼児児童

合理的配慮の内容の検討
（過重な負担かどうか、代替え
案は？）
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して、発達障害を含む障害のある幼児児童
生徒の実態把握や支援方策の検討等を行う

①特別支援教育に関する理念を、校長自身が理解し、教職員にしっかりと
示すこと
②校内委員会を中心となって運営できるコーディネーターを選ぶこと
③校内委員会が有効に働くよう運営に校長が主体的にかかわること

④（特別支援学校）地域における特別支援教育のセンター的機能の推進
について、他の学校を支援する必要性を教職員や保護者に十分に説明し、
共通理解をもって組織的に運営すること

選
任
す
る
際
の
視
点
は
後
述



校内の支援体制整備と役割
（例） 校 長

教 頭

特別支援教育
コーディネーター

巡回相談等 専門家チーム

特別支援教育コーディネーターが
力を発揮しやすい環境作りが重要

校内及び外部機関との連携が進む

校長による定期的な相談、
方針の確認

校内委員会
[校内支援][校内研修][家庭・地域支援]等

教育センター等
（県・市町村等）

児童生徒

家 庭
（保護者）

専門機関等
（特別支援学校・
医療・福祉等）



校内委員会の役割

１ 気付き（情報収集）
２ 児童生徒の実態把握
３ 指導・支援方策の具体化（内容・方法論）
４ 保護者・関係機関と連携して、「個別の教育支援計画」の
作成・援助作成・援助

５ 校内関係者と連携して，「個別の指導計画」の作成・援助
６ 特別な教育的支援が必要な児童生徒の保護者との連携
７ 全教職員の共通理解
８ 校内研修を推進（企画・運営）
９ 外部関係機関（専門家チーム等）との連携
10 保護者相談の窓口 ①合理的配慮の内容の検討・評価・修正

（過重な負担かどうか、代替え案は？）

②本人・保護者との合意形成の援助



学校経営で管理職に求められること(3)

★保護者・地域住民との連携・協力を深めながら

児童生徒の成長を実現

(3) 適切な人材配置と専門性の育成
★人材育成・人材活用

<重要> → 特別支援教育コーディネーターの指名
（役割）①学校内の関係者や関係機関との連絡・調整
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（役割）①学校内の関係者や関係機関との連絡・調整
②保護者に対する学校の窓口
③障害のある児童生徒等へ教育支援の充実
④地域における関係者や関係機関との連絡・調整

★選任する際の大切な視点
→  ①特別支援教育の推進に関しての理念の理解
②校内の意見調整
③保護者への説明力のある人材 ある意味、専門

性よりも重要！



特別支援教育対象者及び
発達障害のある児童生徒の割合

特別支援学校 0.69%   (0.67)

小・中学校

義務教育段階の
全児童生徒数 1009万人
(H26：1019万人)に対する
割合

H１７年比で
１．３倍

H１７年比で
２．１倍

約７万人

約３４万人約２０万１千人

平成２７年５月１日現在

小・中学校

特別支援学級 ２.００%(1.84)          

通常の学級 (0.82)

通級による指導 0.89% 

発達障害 6.5%
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＊平成２７年５月１日現在文部科学省調査
＊発達障害は、平成2４年文部科学省調査

３．５８％
（3.33%）

※( )は
Ｈ26年5月1日調査

可能性のある者を含む

H１７年比で
２．３倍

約９万人

通常の学級在籍で２２条の３該当：約２,１００人(内通級：約２５０人)

特支学級在籍で２２条の３該当：約１万８千人



通常の学級
１年

↓
６年

通級による指導

通常の学級
１年
↓
３年

通常の学級
１年
↓
３年

通常の学級
０歳 ３歳

↓ ↓
５歳

保育所幼稚園 小学校 中学校 高等学校

通常の学級に在籍する

●学習障害

●注意欠陥多動性障害

●高機能自閉症等

の幼児児童生徒にも

小・中
約６．５％
高

約２．２％

千葉県の特別支援教育の現状千葉県の特別支援教育の現状

H１８年比で
２．５６倍H１８年比で
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特別支援学級

通級による指導 ３年５歳

幼稚部 小学部 中学部 高等部

普通学級 普通学級
重複学級
訪問学級

普通学級
重複学級
訪問学級

普通科
普通学級

重複学級
訪問学級

専門学科

専攻科

専門学科

特別支援学校
視覚障害

病弱

肢体不自由
知的障害

聴覚障害

の幼児児童生徒にも

特別支援教育を！

２．５６倍

H１８年比で
１．８１倍

H１８年比で
１．３２倍

平成２７年５月１日現在



担任・担当経験年数（H27年度特別支援教育課調べ）

特別支援学級担任 通級指導教室担当

700

800

900

100

120
０年～５年以下で

５３％
０年～５年以下で

４３％

千葉県
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各種データ①(全国特別支援学級設置
学校長協会資料より)

特別支援学級の主任教員について
①主任教員の教職経験年数

５年以下・・・小学校１２％、中学校１７％
②主任教員の特別支援学級経験年数

５年以下・・・小学校４６％、中学校５２％

専
門
性
の
あ
る

確
保
が
難
し
い
状
態

５年以下・・・小学校４６％、中学校５２％
③特別支援学校教諭免許状取得状況

取得済み・・・小学校３９％、中学校３４％
取得中・・・・・小学校 ５％、中学校 ５％

※(参考)特別支援学校教員の免許状取得状況
千葉県（取得済み）・・・８６．７％（全国平均７２％）
→平成３２年度以降、教育職員免許法附則１６項の削除の可能性

の
あ
る
教
育
の

状
態
。



各種データ②(全国特別支援学級設置
学校長協会資料より)

特別支援学級等設置校の校長について

①通級による指導または特別支援学級での経験の有無

経験がない・・・小学校７０％、中学校７０％

②特別支援学級経験の有無
経
験
の

関
わ
ら
ず

導
・
支
援

必
要
が
あ
る

経験がある・・・小学校１６％、中学校１３％

③通級による指導の経験の有無

経験がある・・・小学校５％、中学校１０％

（※参考・・・特別支援学校の経験がある・・・小学校３％、中学校４％）

教育委員会との連携（担任だけに任せない）
※場合によっては、特別支援学校のセンター的機能の活用を

の
有
無
に

わ
ら
ず
、
指

支
援
す
る

が
あ
る
。



小学校・中学校 管理職のための特別支援学級の
教育課程編成ガイドブック －試案－

特総研のホームページ
より取得可能

管
理
職
・
指
導
主
事

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所
平成２８年３月発行

指
導
主
事
の
指
導
・
助
言
の
た
め
の
資
料



学校経営で管理職に求められること（４）

★保護者・地域住民との連携・協力を深めながら

児童生徒の成長を実現

(4) 地域・保護者への説明責任
★保護者・地域へのていねいな説明と理解
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①就学支援
○本人・保護者の意向を尊重・合意形成

②交流及び共同学習の充実
③就学後のファローアップ（柔軟な転学）
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「障害のある人にも、その能力に応じた適切な教育を提供する」

①授業内容がわかる。
①授業内容がわかる。

障
害

最も本質的な視点！！ 落としてはいけないポイント！

同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、その時点
で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供でき
るように多様で柔軟な仕組みを整備することが重要
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①授業内容がわかる。
②学習活動に参加している実感・達成感を持つ。
③充実した時間を過ごしている。
④生きる力を身に付けていける。

障
害
の
な
い
子
ど
も

障
害
の
あ
る
子
ど
も

基 礎 的 環 境 整 備

合理的
配慮

合理的
配慮



学校経営で管理職に求められること（５）

★保護者・地域住民との連携・協力を深めながら

児童生徒の成長を実現

(5) 関係機関との連携
★幼児期から卒業後までを見通した指導・支援
★引継ぎの充実
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★引継ぎの充実
○個別の教育支援計画の活用

（保護者の了解・個人情報の適切な管理）

★外部専門家の活用



幼児期から卒業後までを見通した
一貫した支援を！

福祉

ＮＰＯ等

労働

生涯学習の
支援ネットワーク

誕生 乳幼児期 学齢期 青年期 成人期

医療

保健

教育

早期の教育
相談支援
ネットワーク

卒業後の自立支援
ネットワーク

学齢期の特別支援教育
ネットワーク



インクルーシブ教育システム構築のた
めには「特別支援教育」の推進は不可欠

特別支援教育

子
ど
も

教
育
的

適
切
な

(1)障害のある子どもの教育の充実
（障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に
伸ばし自立し社会参加することができるように）
（医療、保健、福祉、労働等との連携強化）

(2)可能な限り、共に学ぶことができるよさ
ら
な
る

今後の課題
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ど
も
一
人
一
人
の

教
育
的
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握

な
指
導
及
び
必
要
な
支
援

う配慮し、地域での生活基盤の形成
（障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活
動）（地域の同世代の子どもや人々の交流等）

(3)周囲の人々への障害者理解を推進
（共生社会の構成員としての基礎作り）
（次代を担う子どもに対し、学校において、これを率
先して進める）

さ
ら
な
る
推
進

社会的障壁の除去の実施について、
必要かつ合理的な配慮の提供が不可欠



「公立学校における障害を理由とする不当な差別的取扱いの
禁止及び合理的配慮の提供義務について」

教特第９ １ ７ 号（平成２８年３月３０日）
周 知

情報提供

引継ぎ

代替え案

十分な学びへと
つながっているか？



まとめにかえて①
「小学校・中学校 管理職のための特別支援学級の教育課程
編成ガイドブック －試案－」より

＜管理職にしかできないこと＞

①学校行事での配慮

～学校全体で取り組む特別支援教育の推進

②特別支援学級の教室配置の工夫

③特別支援学級の授業への参加／参観



まとめにかえて②
「小学校・中学校 管理職のための特別支援学級の教育課程
編成ガイドブック －試案－」より

＜教育委員会の指導主事は、ここが気になる＞
①設置学級ごとの教育課程が用意されているか
②障害の特性を考慮した教育課程が用意されているか
③時数－適切な年間授業時数が保障されているか
④特別の教育課程が組まれている場合、適切か
⑤交流及び共同学習が効果的に、組織的に計画されているか
目的が明確であるか

⑥個別の指導計画をもとに、児童生徒の実態に即した教育課程と
なっているか

⑦系統的な内容となっているか（前年度の評価・見直しが行われ
ているか）

⑧保護者への説明責任（アカウンタビリティ）がとれるか



【演習】
１「特別支援教育」の推進に関するキーワードを書いてください。

（複数可）

・校長のリーダーシップ ・一人一人の教育的ニーズ ・障害特性の理解

・校内委員会 ・個別の教育支援計画・特別支援教育コーディネーター

・校内支援体制 ・個別の指導計画 ・交流及び共同学習 ・発達障害

・早期相談支援 ・特別支援アドバイザー ・特別支援教育支援員・早期相談支援 ・特別支援アドバイザー ・特別支援教育支援員

・自立と社会参加 ・共生社会 ・通級による指導 ・医療的ケア

・ユニバーサルデザインの視点 ・特別支援学校のセンター的機能 等

２「インクルーシブ教育システム」に関するキーワードを書いてください。
（複数可）

・基礎的環境整備 ・合理的配慮 ・個別の教育支援計画

・共生社会の形成 ・保護者との合意形成

・連続性のある多様な学びの場 ・社会的障壁 等
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「すべては子供たちのために」


